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茂原市立美術館・郷土資料館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 現 行 

○茂原市立美術館・郷土資料館の設置及び管理に関する条例 ○茂原市立美術館・郷土資料館の設置及び管理に関する条例 

平成６年３月28日茂原市条例第１号 平成６年３月28日茂原市条例第１号 

別表第２（第７条） 別表第２（第７条） 

 区分 使用料   区分 使用料  

  午前９時から正

午まで 

午後１時から午

後５時まで 

午前９時から午後５

時まで 

   午前９時から正

午まで 

午後１時から午

後５時まで 

午前９時から午後５

時まで 

 

 市民ギャラリ

ー 

1,650円 2,200円 3,850円   市民ギャラリ

ー 

1,620円 2,160円 3,780円  

 実習室 2,310円 3,080円 5,390円   実習室 2,260円 3,020円 5,290円  

  

 


